
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  事業年度の中途において消費税の還付を受ける方法 

Ｑ：当社は消費税の免税事業者ですが、今

期設備投資をすることになりました。設備投

資に係る消費税が還付される方法があると聞

きましたが、どのようにしたらいいのです

か？  

 

Ａ：消費税課税期間特例選択届出書を提出

すると同時に消費税課税事業者選択届出書を

提出することにより還付を受けることができ

ます。 

【解説】 

消費税は原則として、個人は暦年、法人は

事業年度が課税期間となります。 

消費税の還付を受けるには、まず消費税の

課税事業者にならなければなりませんが、設

立事業年度以外の場合には、課税期間の開始

の日の前日までに消費税課税事業者選択届出

書を提出しなければ課税事業者になれません

ので、御社が課税事業者になろうとすると、

今期中に届出を出して来期からということに

なってしまいます。しかし、それでは設備投

資に係る還付が受けられませんので、そうい

う場合には、消費税課税期間特例選択届出書

を一緒に提出します。そうすれば、課税期間

が１月又は３月に短縮できますので、課税事

業者になった事業年度で設備投資をすれば還

付が受けられることとなります。 

ただし、こうした設備投資(調整対象固定資

産を取得)をした場合には、課税事業者が原則

３年間強制適用されますので、この間の消費

税のことも検討して、特例を適用した方がい

いのかどうかを検討しなければなりません。 
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